
第
十
八
巻
　
第
二
號
…

（
通
巻
第
七
十
號
）

昭
和
八
年
四
月
広
義

断

古
代
支
那
賦
税
制
度

（
上
）

宮

崎

よ巾

定

　
内
容
。
緒
雷
－
一
、
賦
と
税
と
の
雇
別
一
二
、
萬
貢
田
賦
の
解
繹
（
以
上
本
號
）
1
三
、
賦
の
古
謡
－
四
、
租
。
税
の
沿

　
革
特
に
助
法
に
就
い
て
ー
ー
結
論

本
編
は
全
く
加
藤
繁
博
士
の
研
究
に
よ
っ
て
啓
護
さ
れ
刺
戟
さ
れ
て
出
來
た
も
の
で
あ
る
。
博
士
の
「
支
那
古
田
制
の
研
究
」
及
び

「
漢
代
に
於
け
る
國
家
財
政
と
帝
室
財
政
」
（
東
洋
墨
報
第
八
－
九
谷
）
は
特
に
私
の
此
の
小
研
究
の
出
獲
鮎
と
な
っ
て
み
る
。
本
文
中

或
は
右
の
中
か
ら
引
用
し
た
こ
と
も
，
煩
を
厭
う
て
一
々
こ
と
わ
っ
て
無
い
か
も
知
れ
ぬ
の
で
、
敢
て
美
を
掠
め
す
』
壁
頭
に
謝
意

を
表
明
し
て
お
く
次
第
で
あ
る
。

　
　
古
代
支
那
賦
税
制
度
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
入
巷
　
第
ご
競
　
　
一
入
七

（1）



古
代
支
那
賦
税
制
度

第
十
入
巷
　
第
二
號
　
　
一
入
入

緒

言

　
結
論
を
最
初
に
述
べ
る
や
う
に
な
る
が
、
混
雑
を
防
ぐ
爲
に
私
の
古
代
史
研
究
に
署
し
て
の
意
見
を
先
に
述
べ
て
見

た
い
。

　
第
一
に
古
代
史
の
研
究
に
は
あ
る
適
當
な
時
代
か
ら
次
第
に
古
代
に
遡
っ
て
馬
装
の
見
當
を
つ
け
る
の
が
安
全
な
方

法
で
あ
る
。
世
の
中
の
進
歩
に
件
っ
て
一
つ
の
も
の
が
色
々
に
分
化
し
て
行
く
。
そ
の
分
化
の
跡
を
弛
る
の
が
歴
吏
研

究
の
一
方
法
で
あ
る
が
、
進
化
の
反
面
に
は
退
化
が
あ
る
。
今
迄
幾
つ
か
に
分
れ
て
み
た
も
の
が
段
々
一
つ
の
も
の
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

蓮
さ
れ
て
？
、
と
が
あ
・
。
。
そ
の
蓮
さ
れ
た
も
の
雰
恐
し
て
次
第
に
異
っ
た
根
源
麺
2
し
ゅ
Σ
と
も
、
θ

歴
史
研
究
の
一
方
法
で
あ
ら
う
。
殊
に
出
登
鮎
を
ど
こ
に
定
め
て
よ
い
か
分
ら
ぬ
古
代
の
歴
奥
研
究
に
は
相
誤
解
か
に

割
っ
て
み
る
所
を
假
に
離
籍
黙
と
し
て
、
遡
れ
る
所
ま
で
遡
っ
て
其
庭
を
改
め
て
出
登
瓢
と
し
て
出
直
せ
ば
よ
い
わ
け

で
あ
る
◎
然
ら
ば
何
時
か
ら
遡
る
若
き
か
と
い
ふ
に
此
慮
で
は
漢
代
と
定
め
た
Q
支
那
古
代
の
就
會
の
獲
蓬
は
漢
の
武

帝
頃
で
一
段
落
を
つ
げ
て
み
る
と
考
へ
ら
れ
、
同
時
に
漢
語
に
な
る
と
信
用
す
べ
き
資
料
も
相
當
豊
富
に
な
り
、
大
凡

証
會
の
状
態
も
明
か
に
し
得
ら
れ
る
か
ら
最
ざ
適
當
な
時
代
で
あ
る
。

　
第
二
に
「
周
灘
」
を
初
か
ら
用
ひ
な
い
。
古
代
の
制
度
の
研
究
に
は
大
抵
周
禮
が
出
る
◎
周
禮
は
群
疑
の
府
と
云
は
れ

乍
ら
矢
張
与
論
で
あ
る
か
ら
、
つ
い
手
始
め
に
此
が
用
ひ
ら
れ
、
此
に
よ
っ
て
大
膿
の
骨
組
が
立
て
ら
れ
る
　
周
薩
の



成
立
に
は
画
学
が
あ
っ
て
も
レ
可
也
に
古
い
材
料
を
含
ん
で
み
る
と
い
ふ
の
が
現
今
承
認
さ
れ
て
み
る
接
骨
で
あ
る
か

ら
、
そ
の
古
い
材
料
丈
を
用
ふ
れ
ば
よ
い
わ
け
で
は
あ
る
が
、
行
器
が
古
い
所
か
、
今
の
所
そ
れ
を
到
託
す
る
標
準
が

出
來
て
る
な
い
。
結
局
用
心
し
て
み
る
と
云
ひ
乍
ら
、
虜
分
に
都
合
よ
い
所
だ
け
を
用
ひ
る
結
果
と
な
り
は
し
な
い
か

そ
れ
も
部
分
的
な
考
謹
な
ら
ば
謎
を
犯
さ
す
に
利
用
も
出
山
よ
う
が
、
全
面
的
な
考
察
に
な
る
時
、
動
勢
編
纂
者
の
理

想
に
よ
っ
て
謬
ら
る
＼
危
瞼
が
…
履
大
き
い
。
一
癖
周
禮
は
そ
れ
稚
必
要
な
書
で
あ
ら
う
か
。
周
禮
が
な
け
れ
ば
古
代

制
度
の
研
究
が
鵠
來
な
い
の
で
あ
ら
う
か
。
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
筈
と
思
ふ
。
そ
れ
で
本
文
に
は
一
切
周
．
禮
を
用
ひ
な

い
。
そ
し
て
研
究
を
進
め
て
、
あ
る
結
諭
に
達
し
た
ら
ば
、
そ
れ
を
周
禮
と
比
較
樹
照
し
て
、
此
に
始
め
て
周
櫨
の
儂

値
が
決
定
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
子
夏
の
強
く
。
「
禮
は
後
な
る
乎
。
し
周
禮
を
後
に
し
て
始
め
て
古
代
の
制
度
を
語
る
可

き
で
あ
る
Q

）0
の

（

一
、
賦
と
税
と
の
薩
別

　
賦
と
税
と
の
二
文
宇
は
後
世
に
は
全
く
同
じ
意
味
の
ω
《
8
曙
置
と
し
て
用
ひ
ら
れ
て
る
る
が
、
志
望
は
異
っ
た
起

源
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
淀
。
そ
の
字
突
は
前
漢
時
代
に
は
爾
明
自
で
あ
っ
て
、
後
漢
頃
か
ら
次
第
に
相
通
じ
て
燭
ひ
ら

れ
る
や
う
に
な
っ
た
も
の
と
思
は
れ
る
。
漢
書
刑
法
志
に

　
　
幾
方
千
里
。
有
税
有
賦
。
税
以
足
食
。
賦
以
足
兵
。

　
　
　
　
宵
代
皮
那
賦
税
制
度
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
入
谷
　
第
二
號
　
　
一
入
九



　
　
　
　
古
代
支
那
賦
税
二
度
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
一
膳
　
第
二
魏
　
　
一
九
〇

と
あ
り
、
同
書
食
貨
志
に

　
　
有
税
有
賦
。
税
謂
公
田
什
一
十
工
商
衡
虞
之
入
也
。
賦
共
車
馬
甲
兵
士
徒
之
役
。
充
實
府
庫
。
襲
撃
之
用
。
税
給

　
　
郊
冠
宗
廟
百
紳
之
祀
。
天
子
奉
養
。
百
官
線
食
。
庶
事
之
費
。

と
あ
り
て
、
之
は
先
王
の
制
と
し
て
述
べ
て
み
る
の
で
あ
る
が
、
重
三
に
な
ほ
こ
の
遍
別
が
壁
代
に
存
在
し
た
こ
と
を

考
護
し
て
見
よ
う
Q

　
十
代
に
は
三
種
の
賦
が
あ
っ
た
。
算
賦
、
更
賦
、
ロ
賦
で
あ
る
。
箪
賦
は
入
民
の
男
女
十
五
歳
以
上
五
十
六
歳
に
至

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

る
者
か
ら
毎
年
｝
算
百
二
十
鏡
を
徴
し
て
庫
兵
車
馬
を
治
め
る
も
の
で
國
家
財
政
に
薦
す
乃
Q
更
賦
は
人
民
の
更
卒
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

な
る
響
き
も
の
が
免
番
の
代
償
と
し
て
政
府
に
納
む
る
も
の
で
叉
過
二
七
と
も
云
ふ
Q
更
卒
は
元
來
徴
兵
の
意
味
な

れ
ば
、
此
処
も
恐
ら
く
軍
事
費
と
し
て
用
ゐ
ら
れ
、
離
家
財
政
に
属
し
た
で
あ
ら
う
。
所
で
問
題
に
な
る
の
は
口
賦
で

あ
る
。

　
口
際
は
普
通
に
口
銭
又
は
口
賦
銭
と
も
穰
し
て
未
成
年
者
か
ら
毎
年
二
十
三
銭
を
徴
し
て
、
内
二
十
銭
は
帝
室
財
政

に
聾
し
て
天
子
の
奉
呈
と
な
り
、
内
三
銭
は
墨
家
財
政
に
属
し
て
車
騎
馬
を
補
ふ
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
。
然
ら
ば
こ
の

二
十
三
銭
の
中
、
二
十
鏡
は
鋒
賦
、
更
賦
の
賦
の
意
味
と
は
甚
だ
異
っ
た
も
の
で
賦
と
名
づ
け
る
こ
と
が
出
來
ぬ
や
う

　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

に
思
は
れ
る
。
ロ
賦
に
關
す
る
信
用
す
べ
き
記
載
は
次
の
二
箇
條
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
膜
書
聖
帝
紀
、
元
鳳
四
年
。
毒
牧
四
年
流
年
口
賦
。
顔
窪
。
如
淳
掴
。
飛
競
注
。
民
年
七
才
至
嘱
四
。
出
口
賦
銭
。

（a）



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　

　
　
入
二
十
三
。
二
十
鏡
以
食
天
子
Q
其
ご
」
鏡
者
。
武
帝
加
日
銭
。
以
補
車
騎
馬
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎
⑨

　
　
後
漢
書
光
武
肩
下
建
武
二
十
二
年
。
章
懐
太
子
注
。
漢
儀
手
立
。
叉
七
才
至
十
四
才
。
出
口
銭
入
二
十
。
以
供
天

　
　
子
。
至
武
帝
時
。
又
口
加
三
銭
。
以
補
車
騎
馬
。

こ
れ
は
同
一
の
文
章
を
飾
鎌
し
た
も
の
と
見
ゆ
る
が
、
詳
細
に
護
む
と
、
ロ
帝
劇
と
い
ふ
も
の
と
口
銭
と
い
ふ
も
の
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を
明
か
に
彊
別
し
て
み
る
や
う
で
あ
る
。
帥
ち
白
露
で
は
ロ
賦
銭
二
十
三
銭
と
い
ひ
、
後
面
で
は
口
銭
二
十
銭
と
云
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

て
る
る
。
而
し
て
其
三
銭
は
ロ
銭
で
は
な
い
こ
と
は
、
前
條
に
ロ
銭
に
加
ふ
と
云
っ
て
み
る
の
で
も
分
る
Q
然
ら
ば
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
三
銭
こ
そ
は
口
賦
で
あ
ら
う
Q
繰
返
し
て
云
へ
ば
工
銭
二
十
銭
、
口
賦
三
銭
、
合
し
て
口
賦
鏡
二
十
三
銭
と
な
る
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

で
あ
・
。
そ
れ
で
元
塩
を
補
ひ
、
氏
家
財
政
に
響
．
。
三
論
、
賦
と
奪
ら
れ
る
理
由
も
立
つ
。
　
　
　
σ

　
ロ
賦
と
い
ふ
文
宇
は
秦
の
時
に
も
あ
っ
た
こ
と
は
、
漢
書
食
貨
堂
上
に
心
血
寄
の
言
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
至
秦
（
申
略
）
田
租
ロ
賦
盤
鐡
之
利
。
二
十
倍
於
古
。

と
あ
る
の
で
知
れ
る
が
、
併
し
こ
の
口
賦
は
漢
の
口
賦
と
は
別
の
意
昧
で
あ
ら
う
◎
一
息
漢
文
に
は
術
語
と
し
て
の
特

殊
な
路
面
の
外
に
、
漢
字
自
膿
の
も
つ
一
般
的
意
昧
と
が
あ
る
Q
こ
の
文
章
を
よ
く
讃
む
と
、
ロ
賦
は
田
租
に
弄
し
て

醤
句
に
用
ゐ
ら
れ
て
る
る
。
田
に
幸
し
て
の
口
で
あ
っ
て
、
軍
に
亀
頭
税
と
い
ふ
意
味
を
出
澱
で
あ
ら
う
Q
然
ら
ば
漢

の
口
賦
が
何
故
に
未
成
年
者
の
入
頭
挽
を
意
味
す
る
や
う
に
な
っ
た
か
。

　
漢
書
高
帝
紀
に

　
　
　
　
古
代
支
那
賦
税
制
度
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
入
巻
第
二
號
　
　
一
九
一



　
　
　
　
古
代
支
那
賦
税
制
度
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
八
巷
　
第
二
號
　
　
一
九
ご

　
　
漢
王
四
年
。
初
爲
算
賦
。

と
あ
る
が
、
こ
の
意
味
は
初
め
て
人
頭
税
を
課
し
た
と
い
ふ
意
味
で
は
な
い
。
秦
代
か
ら
賦
と
名
づ
く
る
冠
頭
挽
が
あ

っ
だ
の
で
、
初
め
て
算
賦
と
い
ふ
入
声
税
を
課
し
た
と
い
ふ
意
味
で
あ
る
。
漠
書
記
七
十
二
貢
禺
傳
に
よ
れ
ば
武
帝
の

時
に
至
っ
て
未
成
年
者
に
入
頭
税
を
課
し
た
。
之
が
ロ
銭
で
あ
る
が
、
ロ
鏡
に
は
未
成
年
者
の
税
と
い
ふ
意
昧
は
な
い
。

只
實
誌
上
の
取
扱
と
し
て
、
箪
賦
は
賦
で
あ
っ
て
國
庫
に
入
り
、
口
話
は
帝
室
財
政
に
薦
し
て
天
子
の
奉
養
と
な
る
の

で
、
賦
と
呼
ば
す
に
銭
と
云
っ
て
、
自
然
に
未
成
年
者
の
税
に
斎
串
ま
っ
た
の
で
あ
ら
う
。
其
後
更
に
三
銭
の
追
加
を

し
た
。
之
は
車
騎
馬
を
補
ふ
爲
に
國
庫
に
入
る
の
で
口
賦
と
名
づ
け
た
℃
口
賦
は
矢
張
末
成
年
者
の
賦
と
い
ふ
意
昧
は

な
い
が
、
口
讐
麗
し
て
贔
と
廣
別
し
た
丈
で
、
其
混
票
防
ぎ
得
た
で
あ
軋
う
・
併
し
義
者
は
同
時
に
徴
牧
さ
れ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

る
の
で
合
せ
て
口
賦
銭
と
呼
ば
れ
る
場
合
も
あ
る
。
漢
儀
注
の
本
誌
に
は
も
っ
と
明
白
に
分
る
や
う
に
口
賦
、
雲
斗
、

ロ
賦
銭
の
三
三
が
記
載
し
て
あ
っ
た
と
思
は
れ
る
。
し
て
見
れ
ば
漢
書
に

　
　
昭
帝
紀
元
鳳
四
年
。
縁
牧
四
年
五
年
口
賦
。

　
　
同
元
李
元
年
。
詔
日
。
（
中
略
）
其
減
三
号
鑓
。
有
司
奏
講
論
什
三
。
上
許
之
。

　
　
宣
帝
紀
。
五
鳳
三
年
。
滅
天
下
口
銭
。

と
あ
る
の
は
夫
々
個
有
の
意
味
に
臨
別
し
て
解
す
べ
き
で
あ
る
Q



　
賦
に
封
し
て
税
又
は
租
と
い
ふ
も
の
が
あ
る
。
こ
の
こ
つ
は
相
瀧
じ
て
用
ゐ
ら
れ
る
。
市
租
を
市
税
と
も
云
ひ
、
海

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

税
を
田
租
、
山
澤
の
視
と
共
に
山
に
駕
す
と
い
ふ
言
葉
が
あ
る
　
漢
代
の
税
は
多
く
帝
室
財
政
に
薦
し
て
、
只
田
租
女

が
魚
心
財
政
に
入
っ
て
み
る
。
今
加
藤
博
士
の
研
究
に
從
っ
て
田
代
の
横
難
は
租
と
名
の
つ
く
も
の
を
削
ぐ
る
と

　
國
家
財
政
①
田
　
　
　
租

　
帝
室
財
政
　
0
り
山
澤
の
税
　
　
②
江
海
破
湖
の
税
　
　
働
園
　
の
　
税
，
　
㈱
市
井
の
税

　
　
　
　
　
　
㈲
湯
沐
の
邑
の
租
税

な
ど
で
あ
る
。
只
田
租
丈
が
國
家
財
政
に
入
り
、
他
が
凡
て
帝
室
財
政
に
入
る
が
、
恐
ら
く
田
租
は
あ
る
二
期
に
帝
室

財
政
か
ら
皇
家
財
政
に
移
管
さ
れ
た
も
の
で
あ
ら
う
。
二
つ
の
財
政
は
い
か
に
分
離
し
た
か
を
考
ふ
る
に
、
帝
室
財
政

は
原
始
的
な
性
質
を
有
し
、
も
と
か
ら
あ
っ
て
、
段
々
國
家
機
能
が
複
雑
廣
氾
に
な
る
に
從
っ
て
帝
室
財
政
か
ら
國
家

財
政
が
分
離
濁
曝
し
た
と
考
へ
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
現
に
山
澤
の
税
の
中
、
盤
鐵
は
皇
帝
の
時
專
壷
制
度
の
削
回
と

共
に
國
家
財
政
に
移
さ
れ
て
み
る
。
そ
れ
以
前
に
も
同
機
な
現
象
が
超
っ
て
み
だ
に
蓮
ひ
な
い
。
果
し
て
然
ら
ば
賦
と

税
と
の
起
源
を
考
へ
る
こ
と
は
同
時
に
國
家
財
政
と
帝
室
財
政
と
の
書
画
を
考
へ
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の

賦
と
税
と
の
匿
別
こ
そ
は
支
那
古
代
の
賦
税
制
度
を
研
究
す
る
重
要
な
手
懸
り
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

（7）

税
と
賦
と
の
留
別
を
明
暗
に
す
る
こ
と
は
漢
代
の
記
鎌
を
讃
ん
で
正
確
3
意
昧
を
得
る
爲
に
是
非
必
要
な
こ
と
で
あ

　
　
　
査
代
支
那
賦
税
鋼
度
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
入
巷
　
第
二
號
　
　
一
九
三



古
代
支
那
賦
税
剃
度

第
十
入
巻
　
第
二
號
　
　
一
九
四

る
。

　
　
史
記
呉
王
湯
列
傳
、
以
銅
璽
故
。
百
姓
無
賦
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

璽
鐵
論
に
は
之
を
薄
賦
於
民
と
あ
る
が
、
何
れ
に
せ
よ
、
之
は
銅
銭
が
豊
富
で
あ
っ
た
の
で
、
入
民
か
ら
論
議
税
め
銭

を
取
ら
な
か
っ
た
丈
で
、
税
や
租
は
相
愛
ら
す
取
立
て
淀
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
な
け
れ
ば
官
吏
の
藤
食
に
先
づ
困
る
わ

け
で
あ
る
。
「
勿
租
賦
」
と
か
「
無
賦
視
」
と
か
あ
っ
て
始
め
て
田
租
と
賦
、
又
は
賦
と
雑
税
爾
者
を
免
除
さ
れ
る
が
、
「
舜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

串
・
今
年
租
」
で
は
賦
は
免
除
さ
れ
澱
Q

　
然
ら
ば
税
と
賦
と
の
箇
別
墨
立
は
何
時
頃
ま
で
遡
り
得
る
か
を
考
へ
ん
に
、
先
に
引
け
る
董
伸
野
の
言
に
、
秦
の
蒋

の
事
を
述
べ
て
田
租
。
慣
賦
と
云
っ
て
み
る
の
で
、
秦
代
に
は
勿
論
行
は
れ
て
る
だ
。
寧
ろ
漢
が
秦
の
制
度
を
其
儘
受

け
縫
い
だ
の
で
あ
る
。
秦
は
比
較
的
後
れ
て
開
け
た
國
で
あ
っ
て
、
中
原
の
文
明
國
．
特
に
魏
か
ら
最
も
多
く
影
響
を

受
け
た
。
然
ら
ば
魏
の
制
度
如
何
と
い
ふ
に
、
魏
の
文
侯
時
代
の
事
と
し
て
次
の
物
語
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
　
藝
文
類
聚
憲
入
十
五
粟
。
説
苑
。
高
卒
王
遣
使
者
。
從
魏
文
素
貸
粟
Q
交
野
日
。
須
吾
租
牧
邑
粟
至
。
乃
得
也
Q

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
史
記
。
滑
稽
獄
門
。
〔
緒
先
生
日
〕
。
郷
三
老
廷
縁
。
叢
薄
王
覇
百
姓
。
牧
取
零
銭
。
得
数
百
萬
。

　
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
邑
か
ら
は
租
と
し
て
粟
を
温
め
、
又
同
時
に
賦
と
し
て
百
姓
か
ら
銭
を
倣
め
た
こ
と
が
側
お
。
爾

．
驚
動
食
貨
志
に
魏
の
文
侯
に
仕
へ
た
李
埋
の
地
方
を
労
す
の
教
を
述
べ
、
百
畝
の
田
を
有
す
る
農
夫
の
生
計
を
説
い
て

（8）



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
ゆ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

　
　
今
一
夫
挾
五
口
。
治
田
百
購
。
歳
霜
晦
一
石
宇
。
爲
粟
百
五
十
石
、
除
十
一
之
税
十
五
石
。
籐
三
十
五
石
。
食
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
月
一
石
孚
。
五
人
絡
歳
。
爲
粟
九
十
石
。
徐
有
四
十
五
石
。
石
三
十
。
爲
銭
千
三
百
五
十
。
除
就
悶
嘗
新
春
秋
之

　
　
祠
。
用
鏡
三
百
。
籐
千
五
十
。
衣
人
率
用
鏡
三
百
。
五
人
絡
歳
用
千
五
百
Q
不
足
四
百
五
十
。
不
幸
疾
病
死
喪
之

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
費
。
及
上
賦
敷
。
又
未
與
此
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

と
あ
り
、
此
身
で
は
十
一
之
税
に
棄
し
て
三
野
と
い
ふ
文
字
を
用
ひ
、
矢
張
そ
れ
が
銭
で
納
む
幽
き
こ
と
を
示
し
て
ゐ

⑦る
。
こ
の
話
そ
の
も
の
は
必
ず
し
も
魏
の
文
侯
の
こ
と
か
は
急
に
弱
断
出
潮
澱
に
も
せ
よ
、
大
面
魏
の
制
度
に
曾
て
賦

と
税
と
の
歴
別
の
あ
っ
た
こ
と
は
聞
蓮
ひ
な
か
ら
う
。
魏
以
前
の
も
っ
と
古
い
所
で
は
春
秋
の
縷
に

　
　
宣
公
十
五
年
。
初
撫
畝
Q
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

　
　
哀
公
十
二
年
。
用
田
賦
。

の
記
事
が
あ
る
。
之
を
如
何
に
解
繹
す
る
か
は
議
論
も
あ
ら
う
が
、
春
秋
時
代
魯
に
於
て
税
と
賦
の
優
別
あ
っ
た
こ
と

は
認
め
て
善
い
と
思
は
れ
る
。
こ
の
事
は
更
に
悠
久
な
古
代
か
ら
こ
の
匿
別
が
あ
っ
た
こ
と
を
推
測
せ
し
む
る
も
の
で

あ
る
。

　
註
　
④
　
加
藤
博
士
Q
算
賦
に
つ
い
て
の
小
研
究
。
（
史
林
第
四
巷
四
號
）
加
藤
博
士
。
卜
ω
£
身
。
冨
臼
○
O
Q
ぎ
p
亨
司
5
け
げ
。
㎏
o
＝
夢
琶
。
閏
呂
。
揖
h
舞

　
　
　
　
O
覧
器
蔓
■
（
英
文
東
洋
丈
庫
論
叢
第
一
燈
）
勢
照
。

　
　
　
②
濱
口
重
國
學
士
。
渦
更
と
践
更
（
東
洋
學
報
第
十
九
巻
三
婆
）
塗
照
Q

　
　
　
③
口
無
銭
に
流
す
ろ
託
事
ば
外
に
、
漢
官
奮
儀
に
も
見
ゆ
ろ
が
、
其
記
録
の
藤
島
さ
ば
工
匠
注
に
及
ば
ぬ
の
で
此
に
探
用
ゼ
ぬ
Q
伽
藤
博
士
。
漢

　
　
　
　
古
代
支
那
賦
税
制
度
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
入
巷
　
第
二
號
．
　
一
九
五



④＠＠⑦

古
代
支
那
賦
視
気
欝
　
　
　
　
　
　
　
　
　
r
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
十
入
巻
　
第
二
雛
　
　
一
九
六

代
に
於
け
る
附
家
財
政
と
帝
室
財
政
（
上
）
第
二
の
五
。
註
八
な
参
照
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
o
o
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
o
っ

税
と
租
と
の
通
用
に
就
い
て
。
史
記
挙
準
書
に
市
井
租
挽
と
あ
り
、
漢
書
巻
三
＋
入
。
高
温
王
傳
に
畳
紙
千
金
。
漢
官
奮
儀
に
に
山
澤
魚
盛
市
税

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　

と
あ
り
、
漢
書
百
官
表
少
府
の
條
に
に
山
海
地
移
築
税
。
食
貨
志
上
に
ロ
櫓
海
膨
。
笹
子
。
山
叢
書
第
七
十
四
Q
に
ほ
租
其
山
9
な
ど
見
え
、

史
記
巷
百
二
。
鵜
唐
列
傳
の
軍
市
之
租
の
條
下
等
懸
に
に
税
即
租
也
と
あ
ろ
。

臨
鐵
論
O
禁
耕
第
五
〇
呉
王
專
山
澤
之
饒
O
藻
賦
其
民
O

租
税
之
賦
と
い
ふ
言
葉
に
就
い
て
。
吏
記
巻
十
〇
孝
文
本
紀
Q
十
三
年
六
月
の
詔
に
、

農
天
下
之
本
。
務
莫
大
潟
。
今
勤
均
從
事
。
両
有
租
視
之
賦
。

と
あ
ろ
租
税
の
賦
と
い
ふ
言
葉
ほ
潤
ろ
雷
葉
で
あ
ろ
。
併
し
之
為
書
と
讃
む
こ
と
が
幽
來
る
。
清
王
引
之
Q
経
傳
繹
詞
。
巻
九
に
、
之
猜
興
也

と
云
っ
て
み
ろ
Q
然
ら
ば
こ
の
認
救
の
意
昧
に
農
夫
に
に
商
人
も
負
毒
す
る
賦
の
上
に
田
稚
が
あ
る
の
で
、
其
田
租
丈
免
除
し
て
や
ら
う
と
い

ふ
意
味
に
な
る
。

賦
勲
の
意
味
に
就
い
て
。
南
幸
な
ろ
丈
掌
に
斯
の
如
く
屡
々
税
租
に
話
し
て
用
ゐ
ら
れ
て
る
る
か
ら
、
箪
濁
で
用
ひ
ら
れ
染
眸
に
も
矢
張
田
租

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

に
含
ま
擁
で
あ
ら
う
。
管
足
。
立
致
第
四
。
血
税
租
。
蔀
賦
敏
。
と
用
び
糞
例
も
あ
る
。
果
し
て
然
ら
ば
桓
課
の
薪
論
に
見
ゆ
う
漢
定
以
來
。
百

姓
賦
敏
）
　
工
威
云
々
の
撒
も
母
語
・
口
賦
。
更
賦
に
級
ら
れ
索
こ
と
で
租
税
た
含
ま
ぬ
も
の
に
解
す
べ
き
で
あ
ら
う
。

（IO）

二
　
禺
貢
田
賦
の
解
繹

鼻

　
こ
の
外
に
税
賦
の
留
別
を
記
し
た
も
の
は
な
い
か
と
云
ふ
に
、
爾
書
の
禺
貢
が
あ
る
。
禺
が
定
め
た
と
云
は
る
、
九

州
の
各
々
に
就
て
土
と
田
と
賦
と
の
細
い
記
載
が
あ
る
。
例
へ
ば
輩
ハ
州
に
就
い
て
は

　
　
心
土
惟
翻
心
。
軍
帽
惟
上
上
錯
。
墨
田
惟
中
中
。
儒
孔
傳
。
田
之
高
下
肥
痔
。
九
州
之
中
。
爲
第
五
。
孔
頴
蓬
疏



　
　
田
土
異
者
。
鄭
玄
云
。
地
當
陰
陽
之
中
。
能
自
生
萬
物
者
砕
土
。
慷
軍
功
作
力
競
。
得
笠
田
之
。
則
謂
之
田
。
田

　
－
土
異
者
。
當
然
也
◎

と
あ
っ
て
、
孔
疏
の
意
昧
は
、
土
と
は
天
然
の
土
質
、
田
は
そ
れ
．
に
人
功
を
加
へ
生
産
に
使
用
す
・
る
と
い
ふ
黙
か
ら
見

た
田
の
質
と
解
し
て
み
る
。
然
る
に
そ
の
田
よ
り
出
す
と
い
ふ
賦
は
、
決
し
て
田
と
比
例
し
な
い
。
例
へ
ば

　
　
荊
州
。
厭
土
壁
塗
泥
）
三
田
惟
下
中
◎
蕨
賦
上
下
。
鶴
上
下
。
田
第
八
。
賦
第
三
。
人
功
修
。

　
　
雍
州
。
蕨
市
惟
黄
壌
。
厭
田
惟
上
上
。
蕨
賦
惟
中
下
Q
儒
孔
傳
。
田
第
一
。
賦
第
六
。
入
功
少
。
孔
頴
達
疏
。
此

　
　
興
豊
州
。
堺
田
升
降
。
皆
較
六
等
。
荊
州
升
之
極
。
故
云
人
功
修
。
此
州
降
之
極
。
故
云
人
功
少
。
其
除
相
較
者
。

從
此
可
知
也
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

孔
疏
で
ば
斯
う
し
て
田
と
賦
の
隔
り
の
大
き
い
の
を
説
明
し
て
、
猶
不
安
を
戚
じ
た
ら
し
く
、
之
は
洪
水
を
治
め
た
直

後
の
こ
と
で
、
其
後
更
に
人
功
の
増
減
に
從
っ
て
等
を
立
つ
可
き
で
、
永
仁
の
制
で
は
な
い
と
こ
と
わ
っ
て
み
る
。

　
も
う
一
つ
問
題
と
な
る
の
は
、
他
の
八
州
は
田
を
先
し
あ
げ
、
賦
を
後
に
記
す
の
に
、
翼
州
だ
け
は
先
づ
賦
を
掲
げ

て
、
田
を
後
に
し
て
み
て
順
序
が
不
同
で
あ
る
。
宋
の
林
之
奇
は
、
翼
州
は
王
畿
千
里
の
地
で
、
其
賦
は
田
の
み
か
ら

出
で
す
、
園
塵
里
林
之
征
を
も
混
ず
る
の
で
蕨
土
に
か
け
、
籐
州
の
賦
は
田
の
み
か
ら
出
る
の
で
田
の
下
に
つ
け
た
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

だ
と
、
巧
み
な
解
繹
を
下
し
て
み
る
。

　
併
し
賦
が
田
と
人
馴
と
に
比
例
す
る
な
ら
ば
、
各
州
の
入
功
の
相
違
は
蝕
り
に
隔
り
が
み
り
す
ぎ
る
。
荊
州
が
第
八

　
　
　
　
古
代
支
那
賦
税
制
度
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
入
巻
　
第
ご
號
　
　
一
九
七



　
　
　
　
古
代
支
那
賦
競
制
度
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
ボ
八
巻
　
第
二
號
　
　
一
九
下

等
の
田
夢
ら
第
三
等
の
賦
を
忠
す
に
は
、
入
功
が
超
特
等
に
修
っ
て
居
ね
ば
な
ら
す
、
而
も
戦
雲
頃
ま
で
荊
蟹
の
地
が

そ
ん
な
に
開
け
て
み
た
時
代
が
あ
っ
た
で
あ
ら
う
か
。
雍
州
が
第
一
の
田
か
ら
第
六
の
賦
を
出
す
に
は
極
度
に
入
功
が
．

少
く
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
．
嘗
て
は
西
周
の
秘
し
た
地
と
考
へ
ら
れ
た
所
が
、
そ
れ
程
荒
心
し
て
立
つ
沈
で
あ
ら
う
か
。

又
人
功
が
賦
の
等
級
を
決
定
す
る
上
に
其
程
重
要
な
要
素
に
な
る
な
ら
ば
卒
直
に
明
か
に
本
文
の
上
に
戦
功
何
等
と
現

す
可
き
で
は
な
い
か
。
入
功
の
等
級
を
未
知
数
に
し
て
、
田
丈
を
暴
げ
、
田
と
X
を
李
均
し
て
答
の
賦
を
現
し
て
護
者

を
驚
か
す
な
ど
は
、
も
し
本
當
な
ら
ば
兇
戯
に
類
す
る
。

　
思
ふ
に
之
は
田
の
解
騨
が
悪
い
。
田
は
田
質
で
は
な
い
。
田
質
は
已
に
厭
土
と
あ
れ
ば
重
ね
て
云
ふ
必
要
は
な
い
。

蓬
と
い
へ
ば
肥
沃
逓
塗
泥
と
い
へ
ば
饗
の
土
と
い
ふ
・
と
鯖
瞭
で
あ
・
。
此
妄
ふ
握
票
畠
・
あ

の
、
邸
ち
田
租
で
あ
る
。
田
一
字
に
は
租
と
い
ふ
意
味
は
な
い
が
田
よ
り
建
つ
る
も
の
と
い
ふ
慮
味
に
用
ひ
ら
れ
た
例

は
一
二
あ
る
O
、

　
　
戦
國
策
。
齊
関
王
。
民
之
所
費
。
十
年
之
田
而
常
磁
也
。

　
　
國
語
。
晋
語
四
。
大
夫
食
邑
。
士
食
旺
σ
庶
入
食
力
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

已
に
田
よ
り
産
す
る
も
の
、
意
昧
が
あ
れ
ば
、
之
を
賦
と
和
逸
し
て
用
ひ
た
時
、
此
に
田
租
の
意
味
と
な
っ
て
毫
も
差

支
へ
が
な
い
。
然
ら
ば
田
と
賦
と
は
も
ど
相
心
立
せ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
賦
が
田
に
從
ふ
も
の
で
は
な
い
。
さ
れ
ば
翼

州
に
於
て
賦
を
先
に
し
田
を
後
に
し
て
も
、
他
の
入
州
が
田
を
先
に
し
て
賦
を
後
に
し
て
も
横
は
な
い
。
何
も
深
い
意
昧



は
な
か
っ
た
。
田
と
賦
と
は
實
に
二
種
の
運
上
の
名
で
、
こ
の
爾
者
を
李
均
し
て
始
め
て
其
州
の
富
力
、
賦
挽
負
捲
能

力
が
分
る
の
で
あ
る
。
次
に
九
州
の
田
賦
を
表
に
し
て
掲
げ
、
極
く
通
俗
的
な
意
味
で
爾
者
を
李
均
し
、
更
に
後
論
ず

る
に
必
要
な
黙
を
も
併
せ
て
記
入
し
て
お
く
。

州翼允主円徐楊荊豫梁雍
σ

土窯
壌

黒
墳

白
墳

赤
埴
墳

塗
泥

塗
泥

壌
下
土

蟹
　
櫨

青
黎

黄
壌

田

中
中

中
下

上
下

上
中

下
下

下
中

中
上

下
上

上
上

56329も471

賦

上
上
錯

貞

19

閏
ト
賦
ト

ノ
平
均

中
上

中
申

下
上
上
錯

上
下

錯
上
中

下
中
三
錯

中
下

37．5

・
厨

5賑328
　　＊

6

3．oM85．rj37．53一　．5

二五三三山ノ、四一五三

摘
　
　
要

＊
雑
出
第
二

呂
氏
春
秋

2
晋

3
衛

4
齊

τ
魯

＊
維
嵩
第
六

＊
雑
出
第
一

＊
雑
萬
第
七
第
九

6
越

7
楚

1
周

8
秦

9
三
州
燕

古
代
支
那
賦
税
制
度

第
十
八
巻
　
第
二
號
　
　
一
九
九

（13）



　
　
　
　
宵
倫
支
駆
賦
税
瓢
度
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
第
十
八
魯
　
第
二
號
　
　
二
〇
〇
、

　
死
に
挫
帯
す
べ
き
は
、
田
の
高
き
も
の
は
賦
を
低
く
し
、
賦
の
高
き
も
の
は
田
を
低
く
し
て
、
李
均
す
る
と
第
三
等

以
上
に
掛
る
も
の
が
な
い
。
之
は
實
際
に
於
て
、
さ
も
あ
る
べ
き
こ
と
で
、
孟
子
が
古
代
の
税
制
を
述
べ
て

　
　
孟
子
。
盤
即
下
。
有
布
縷
之
征
。
粟
米
之
征
、
力
役
論
法
。
君
子
用
其
一
。
緩
其
二
。
用
其
二
而
民
有
婬
。
用
其

　
　
三
而
父
子
離
。

と
あ
っ
て
、
色
々
な
税
を
課
す
る
時
、
其
一
を
重
く
せ
ば
他
を
除
く
せ
ね
ば
な
ら
澱
と
い
ふ
思
想
に
も
一
致
す
る
も
の

で
あ
る
。

　
籾
術
学
事
貢
に
も
賦
と
視
と
の
墨
立
あ
る
こ
と
が
分
つ
た
が
、
猛
禺
貢
と
は
如
何
な
る
も
の
か
を
一
癒
槍
討
せ
ね
ば

な
ら
澱
。
元
來
九
州
な
る
考
は
戦
國
以
後
，
各
學
派
の
間
に
廣
く
見
ら
れ
、
墨
子
の
中
に
は

　
　
墨
子
。
爾
賢
上
。
禺
暴
釜
於
陰
方
中
。
授
軍
政
。
九
州
成
。

と
あ
り
、
外
に
兼
愛
中
に
は
翼
州
の
名
が
見
え
て
居
る
。
孟
子
に
は

　
　
孟
子
。
梁
恵
王
上
。
海
内
之
地
。
方
千
里
者
九
。
画
集
有
其
一
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

と
あ
る
は
明
か
に
九
州
の
思
想
で
あ
り
、
同
時
の
郷
術
は
最
も
明
瞭
な
、
更
に
進
ん
だ
九
州
を
説
き
、
漢
書
藝
文
志
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

よ
れ
ば
九
州
を
專
門
に
、
一
種
の
迷
信
を
含
ん
だ
地
理
學
派
の
形
法
家
ど
い
ふ
も
の
が
あ
、
ウ
、
若
し
九
州
の
思
想
が
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

海
の
思
想
に
開
係
が
あ
る
な
ら
ば
、
已
に
論
語
の
中
に
も
四
海
と
い
ふ
交
字
が
見
え
て
居
り
、
非
常
に
古
く
か
ら
支
那

（14）



に
行
は
れ
π
思
想
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　
籾
九
州
の
内
容
に
就
て
は
大
払
四
通
り
の
説
が
あ
b
、

春呂　爾　　周　禺
　　　　　　職
秋氏　雅　　方　噛

め　　め　　九二入一九入七一
、　　、　　　、　　、　　　、　　、　　、　　　、

幽翼幽翼井翼幽翼

　
　
　
　
　
　
⑤

次
の
如
く
で
あ
る
が

二
、
　
｛
覚
　
　
一
ご
、
轟
円
　
　
四
、
　
徐
　
　
五
、
　
揚
　
　
山
巡
、
　
佃
刑
　
　
七
．
乱
曲
　
　
入
、
　
一
塁
　
　
九
、
覇
維

五
、
売
　
．
四
、
面

一、

g
　
二
、
荊
　
三
、
豫

六
、
党
　
　
九
、
螢
　
　
七
、
徐
　
　
五
、
揚
　
　
四
、
荊
　
　
二
　
豫

三
、
　
党
　
　
四
、
一
円
　
　
五
、
徐
　
　
ム
ハ
、
揚
　
　
レ
～
、
蝋
刑
　
　
　
、
｛
豫

六
、
雍

三
、
醗

入
、
雍

　
右
の
中
周
禮
は
暫
く
措
き
、
爾
…
雅
と
呂
氏
春
秋
は
、
青
州
の
名
が
螢
州
と
な
っ
て
み
る
丈
で
他
は
一
致
す
る
か
ら
便

宜
上
、
呂
馬
春
秋
に
之
を
代
表
さ
せ
、
禺
貢
と
比
較
し
て
見
る
に
、
禺
貢
に
は
梁
州
あ
り
て
幽
詮
な
く
、
呂
氏
春
秋
に

は
幽
州
あ
り
て
梁
州
が
な
い
。
編
笠
は
燕
に
當
り
春
秋
載
國
を
通
じ
て
の
大
嵐
で
あ
る
が
、
離
州
は
福
浦
輪
中
の
地
で

あ
り
、
載
藁
蕎
下
交
王
二
十
二
年
、
秦
の
司
馬
錯
が
命
定
し
た
所
で
、
大
勢
の
上
か
ら
あ
ま
り
重
要
で
な
い
。
禺
貢
は

何
故
に
か
、
る
梁
州
を
探
っ
た
か
や
疑
問
で
あ
る
。

　
恐
ら
く
之
は
禺
貢
の
編
者
が
地
理
的
に
、
幽
州
よ
り
も
点
滴
に
近
い
所
に
居
っ
た
が
爲
で
あ
ら
う
Q
古
代
の
不
完
全

な
地
厚
に
於
て
屡
よ
見
る
現
象
で
あ
る
が
、
自
己
の
附
近
を
詳
細
に
且
つ
廣
く
描
き
、
遠
き
所
は
疏
賂
に
且
つ
狭
ぐ
書

く
。
希
臓
人
は
太
陽
が
ペ
ロ
ポ
ネ
ナ
ス
牢
島
よ
り
も
大
き
い
と
言
は
れ
て
憤
慨
し
た
。
さ
う
い
ふ
心
理
が
禺
貢
の
編
者

　
　
　
　
古
代
支
那
賦
税
輝
度
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
入
巷
　
第
二
號
　
　
二
〇
一

（15）



　
　
　
　
古
代
支
那
賦
税
制
度
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
八
巻
　
第
二
號
　
　
二
〇
二

に
働
い
た
爲
で
あ
ら
う
。
然
る
に
斯
鯨
く
し
て
三
州
の
犠
牲
と
な
っ
て
抹
殺
さ
れ
た
座
州
は
實
は
古
く
か
ら
あ
っ
π
も
の

で
あ
る
。
已
に
孟
子
に
も

　
　
萬
章
上
。
舜
流
共
工
干
幽
州
。

と
あ
り
、
之
を
引
用
し
た
ら
し
い
韓
非
子
に
も

　
　
韓
非
子
。
外
儲
説
右
上
。
詠
共
工
於
幽
州
之
都
。

と
あ
る
を
見
れ
ば
、
幽
州
を
入
れ
る
呂
氏
春
秋
の
説
の
方
が
禺
貢
の
説
よ
り
も
古
い
の
で
あ
る
◎
然
ら
ば
禺
貢
の
九
州

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
穏

は
呂
氏
春
秋
以
後
に
於
て
、
梁
州
に
近
き
地
方
で
出
挙
上
っ
た
學
説
で
あ
る
。
そ
は
言
ふ
迄
も
な
く
、
秦
漢
の
都
長
安

で
あ
ら
・
。
而
も
罠
穀
に
撃
て
猶
保
存
し
て
ゐ
茜
州
柔
艶
創
っ
て
梁
州
を
加
へ
・
の
は
何
の
爲
に
し
た
か
働

恐
ら
く
は
漢
の
高
嵐
が
懐
中
よ
り
起
っ
て
天
下
を
取
り
、
北
勢
が
其
儘
國
號
と
な
っ
た
。
曲
學
阿
世
の
学
者
が
高
租
に

敬
意
を
表
す
る
爲
に
漢
を
含
む
梁
州
な
る
も
の
を
設
け
て
、
遠
隔
の
燕
を
抹
殺
し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
と
考
へ
る
。

　
禺
貢
の
九
州
が
非
常
に
新
し
い
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
推
測
は
別
の
方
面
か
ら
も
考
察
さ
れ
る
。
そ
れ
は
田
賦
の
等
級

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

と
歴
史
時
代
に
於
け
る
地
方
開
登
の
状
況
と
を
比
較
す
れ
ば
よ
い
。
禺
貢
が
雍
州
の
田
を
第
一
に
お
い
て
あ
る
が
、
雍
州

は
春
秋
職
國
の
秦
で
あ
り
、
開
登
が
他
に
比
し
て
慮
れ
て
み
る
。
關
中
の
地
が
豊
沃
に
な
っ
た
の
は
、
史
記
河
渠
書
に

よ
れ
ば
、
韓
が
水
工
鄭
図
な
る
者
を
秦
に
邊
っ
て
所
謂
鄭
國
渠
を
開
得
せ
し
め
、
内
事
を
繁
宅
し
て
そ
の
侵
略
を
免
れ

よ
う
と
し
π
蒋
に
始
ま
る
。
而
も
秦
は
此
に
よ
っ
て
一
畝
鍾
の
田
、
四
萬
論
著
を
得
て
盆
々
富
強
に
な
つ
允
。
こ
の
年



代
は
史
記
李
斯
列
傳
に
よ
れ
ば
．
實
に
彼
が
逐
異
論
を
上
っ
た
前
後
の
こ
と
で
あ
る
。
墨
客
論
は
始
皇
十
年
の
こ
と
、

考
へ
ら
れ
、
此
年
、
呂
氏
春
秋
の
編
纂
者
π
る
呂
不
章
が
自
殺
し
て
み
る
。
兎
も
角
、
鄭
國
渠
開
盤
以
後
、
關
中
は
富

饒
を
以
て
知
ら
れ

　
　
漢
書
。
東
方
朔
傳
。
其
地
徳
研
瀧
以
東
。
商
維
以
西
。
厭
壌
肥
饒
。
（
中
略
）
此
所
謂
天
下
陸
海
心
地
Q
秦
之
所
以

　
　
虜
西
戎
。
兼
山
東
者
也
。
（
中
略
）
故
豊
鏑
之
間
。
號
心
土
膏
。
其
質
畝
一
辺
。

な
ど
と
云
は
れ
る
や
う
に
な
っ
た
。
禺
貢
の
雍
州
の
田
を
第
，
一
と
す
る
よ
り
見
れ
ば
、
禺
貢
の
編
纂
は
、
早
く
て
も
始

皇
の
十
年
以
後
の
こ
と
、
せ
ね
ば
な
ら
澱
。
余
は
寧
ろ
前
の
理
由
よ
り
し
て
漢
の
始
ま
で
繰
り
下
げ
る
方
が
適
當
と
信

ず
る
。
從
っ
て
霧
の
製
の
麟
と
し
て
、
古
代
の
軽
銀
研
究
す
る
爲
に
は
高
調
に
立
た
澱
も
の
で
の
る
。
働

　
そ
ん
な
ら
ば
儒
孔
傳
、
孔
頴
達
疏
は
誤
か
と
い
ふ
に
、
斯
る
場
合
に
は
一
概
に
誤
と
か
正
し
い
と
か
云
へ
な
い
。
禺

貢
の
田
を
田
土
と
解
繹
す
る
の
は
随
分
古
い
こ
と
で
あ
っ
て
、
孔
疏
に
引
か
れ
て
み
る
馬
装
、
鄭
玄
の
註
も
、
之
を
田

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

質
と
し
て
解
し
て
み
る
し
、
王
充
の
論
衡
、
本
性
篇
に
も

　
　
九
州
田
土
之
性
。
善
悪
不
均
。
故
有
罪
赤
黒
之
別
。
上
中
下
之
差
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

と
い
ふ
風
に
見
て
み
る
。
古
書
の
解
繹
に
牽
強
附
會
な
説
明
を
加
へ
る
こ
と
ば
儒
家
に
有
り
勝
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
之

を
一
々
誤
と
云
っ
て
み
て
は
儒
敏
が
成
立
し
な
い
。
要
は
経
學
に
は
経
學
の
立
場
が
あ
る
と
共
に
、
史
學
に
は
外
史
學

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

の
立
場
が
あ
る
か
ら
、
史
學
と
し
て
飽
迄
良
由
な
立
場
を
認
め
て
貰
は
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
古
代
支
那
賦
税
綱
度
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
八
巷
．
第
二
號
　
　
二
〇
三



註
　
①②③④＠＠＠＠

古
代
支
那
賦
税
制
度

壱
第
十
入
巷
　
第
二
號
　
　
二
〇
四

清
戸
澗
。
禺
貢
錐
指
。
球
審
。
林
麗
日
。
（
申
略
）
甲
州
之
賦
。
蜀
先
於
田
者
。
蓋
王
畿
千
里
之
地
。
天
子
所
慮
治
。
並
與
園
屡
漆
林
之
類
而
征

之
。
（
中
略
）
非
誰
萬
於
閏
也
。
散
斑
賦
難
聴
心
土
之
下
。
（
中
略
）
潤
按
。
林
観
確
不
可
挨
。

都
徳
の
九
州
に
就
て
。
更
記
巻
七
十
四
。
郷
行
列
健
。
儒
者
所
謂
中
洲
者
。
於
天
下
乃
八
十
　
分
。
居
其
一
算
。
中
國
名
日
赤
縣
騨
弼
。
赤
縣

憩
州
内
。
貞
有
九
州
。
掲
之
序
九
州
是
也
。
不
得
爲
州
藪
。
中
國
外
。
如
赤
軍
紳
州
者
九
〇
乃
所
謂
九
癖
也
。
於
是
膚
稗
海
環
之
。
人
民
禽
獣

莫
能
相
通
者
。
如
一
颪
Q
中
者
乃
爲
一
翼
O
白
糖
擬
革
。
乃
有
大
海
海
。
環
其
外
O
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
亀

形
法
鍬
に
獣
て
9
漢
書
藝
丈
志
に

形
法
者
Q
大
斑
・
九
州
…
露
霜
Q
以
立
城
憩
室
舎
。
形
人
及
六
畜
骨
法
之
度
数
Q
器
物
之
形
容
。
以
求
蒲
扇
氣
貴
賎
吉
凶
。
と
あ
り
此
中
に
由
海
経

が
含
ま
れ
て
み
ろ
Q

四
海
に
就
て
。
支
那
の
如
喜
來
方
だ
け
海
に
細
し
六
國
に
如
何
に
し
て
四
海
と
い
ふ
様
な
思
想
が
生
℃
表
か
麗
な
る
疑
問
で
あ
る
O
孟
子
に
に

屡
々
四
海
の
丈
字
が
見
え
、
論
語
に
も
顔
淵
第
十
二
Q
四
海
之
内
。
皆
爲
兄
弟
。
発
日
第
二
十
〇
四
海
困
窮
。
天
承
永
終
。
な
ど
あ
る
な
見
れ
　
　
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
8

ば
儒
教
の
趨
源
と
同
曜
か
ら
四
海
の
思
想
が
あ
っ
表
や
う
に
見
え
、
若
し
四
海
の
思
想
が
専
行
の
九
州
の
思
想
の
如
毫
も
の
か
ら
串
六
な
ら
ば
（

同
晴
に
九
州
の
思
想
も
あ
っ
六
こ
と
に
た
い
る
。
増
発
に
儒
…
…
教
の
成
立
葎
考
へ
ろ
上
に
震
要
な
こ
と
・
思
ふ
。

こ
の
表
ぽ
小
川
博
士
著
。
支
那
歴
康
地
理
研
究
。
上
古
地
築
と
し
て
璃
貢
と
山
海
経
の
儂
等
Q
よ
り
借
用
し
六
〇

九
州
の
田
賦
等
級
に
就
い
て
。
表
に
よ
っ
て
田
と
賦
の
弔
均
為
幽
ぜ
ば
躁
餅
、
翼
州
の
第
三
が
最
上
で
揚
州
の
第
八
が
最
下
で
あ
る
。
倶
し
豫

想
の
賦
の
第
二
が
第
一
な
維
出
す
る
の
存
考
慮
に
入
れ
れ
ば
、
翼
州
よ
り
は
上
に
な
る
。
そ
れ
で
改
め
て
等
級
ん
つ
け
直
ぜ
ば
第
一
躁
州
。
第

二
翼
州
渇
第
三
雍
州
。
轟
門
州
。
体
体
州
川
O
第
M
四
相
刑
州
O
第
五
党
贈
∴
梁
癖
O
調
川
別
堀
総
桐
州
の
鯉
順
と
な
ろ
O
　
呂
氏
春
覗
秋
に
し
μ
各
細
川
に
■
夫
々
山
質
在
の
㎞
國
家
為

宛
て
、
み
る
が
、
操
珊
ぱ
周
、
翼
州
ば
晋
、
雍
州
に
秦
、
青
州
ば
齊
、
徐
躍
に
魯
で
あ
る
。
之
ば
大
騰
春
秋
頃
の
國
力
に
相
慮
す
ろ
。
穣
州
の

周
、
徐
州
の
魯
ほ
國
力
ほ
左
程
強
盛
で
な
い
が
、
儒
家
の
奪
王
論
に
よ
っ
て
實
力
以
上
の
位
羅
存
興
へ
ら
れ
て
る
る
の
で
あ
ら
う
。

孫
星
術
。
岱
南
閣
叢
書
。
古
交
爾
書
馬
鄭
注
。
に
便
利
に
痛
め
ら
れ
て
あ
る
。

禺
轟
只
に
就
い
て
、
出
陣
人
の
研
究
O
内
躍
瞭
虎
・
次
鄭
補
貯
士
O
禺
瓜
蝿
製
作
の
蒔
代
O
（
｛
果
聖
経
濟
研
究
第
六
巻
一
號
）
並
に
省
書
編
次
考
Q
（
支
那
墨
一
第
一
巻

七
號
）
小
川
琢
治
搏
士
纏
り
支
那
歴
史
地
理
研
究
O
第
五
章
。
上
古
地
誌
と
し
て
禺
貢
と
山
海
経
の
償
櫨
O
謬
照
O


